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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

速やかに実現すべき料金制度のあり方

国土幹線道路部会 中間答申のポイント（R3.8）

・H26より利用重視の新たな高速道路料金に移行
・利用者が料金割引を認識・実感できるよう、分かりやすくシンプルな料金割引を実現すべき
・沿道環境改善や観光振興等の政策課題の解決等の観点から、定期的な評価・見直しが必要

割引 現行の料金割引の主な課題 見直しの方向性

平日朝夕割引
勤務形態の多様化に未対応／

通勤時間帯の一部高速道路の混雑
適用時間帯の柔軟化／

通勤者の利用促進等の目的検討

深夜割引
割引適用待ち車両の滞留／

運転者労働環境の悪化
割引適用時間帯の拡大／

適用時間帯の走行分を対象

休日割引
繁忙期等の渋滞激化／

より効果的に観光需要を喚起する必要
繁忙期等に割引を適用しない／

観光周遊等を対象とした割引の拡充

大口・多頻度
割引

一層の物流等支援の必要性／
公平性の確保

現下の経済状況を踏まえた拡充と原因者負担
の公平性の観点からの縮小の両面について、
引き続き検討

マイレージ
割引

利用者の実感が薄い 民間ポイント制度も参考に検討
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ＩＣ ▽▽ ＩＣ □□ ＩＣ 〇〇 ＩＣ △△ ＩＣ ×× ＩＣ

走行パターン
※１日３回ま
での走行が
割引対象

平日朝夕割引の見直しについて

ＥＴＣを利用した平日の６時～９時、１７時～２０時の間に料金所を
通過した走行に対して、毎月の利用回数に応じて最大５０％割引

（対象） 全車種（コーポレートカード含む）、１日２回まで（朝夕１回ずつ）、

１回の利用につき最大１００ｋｍ分まで

（割引率） 月５～９回：３０％ １０回以上：５０％

① 対象時間が平日の６～９時、１７時～２０時に限定されており、勤務形態の多様化に未対応
② 一部の高速道路において、通勤時間帯に混雑が発生

① 適用時間帯に関する条件を見直すなど、多様化する勤務形態への対応
② 通勤時間帯に混雑している高速道路においては、前後時間帯への分散を図るなどの工夫

【概要】

【課題】

＜見直し（フリータイム通勤パス割引）の概要＞

＜見直しの方向性＞

平日

☀ 昼 間 夜 間

最大５０％割引
（反復利用のみ）

・並行一般道路の渋滞状況等を踏まえ、令和５年４月から石川県の一部区間で試行開始、７月から石川県全域に拡大

・「デフレ完全脱却のための総合経済対策（令和５年１１月２日）」を踏まえ、この見直しについて令和６年４月から全国の
複数エリアに拡大し、令和８年度中に現行の平日朝夕割引にかえて本格展開

休日

☀ 昼 間 夜 間

６時 ９時 １７時 ２０時 ６時

平日

☀ 昼 間 夜 間

６時 ９時 １７時２０時 ６時

最大５０％割引
（１日３回まで）

休日

☀ 昼 間 夜 間

６時 ９時 １７時２０時 ６時

最大５０％割引
（１日３回まで）

： 見直し割引案で割引適用となる時間帯（全日の２４時間）

適用拡大時間帯 適用拡大時間帯 適用拡大時間帯

（２）利用者が登録したＩＣ間を最大５０％引（月１０往復以上利用の場合）

： 登録したＩＣ区間（□□ ＩＣ～△△ ＩＣ）

割引対象

割引対象指定ＩＣ区間のみ
割引対象

割引対象外

（１）適用時間帯を全日・２４時間に拡大
・登録したＩＣ間２０回相当分の支払に使えるパスを、１０回分の料金で事前購入
・２０回相当分の料金までは定額（最大５０％引）、以降は５０％引の料金を別途請求

別途請求

※ 深夜割引と重複する場合は深夜割引のみ適用

対象外

６時 ９時 １７時 ２０時 ６時

『デフレ完全脱却のための総合経済対策～日本経済の新たなステージに向けて～』（令和５年１１月２日、抜粋）

高速道路の通勤時間帯割引について、働き方の多様化に合わせ、時間帯や曜日を限定せず、通勤利用できるように見直す。この見直しについて、2024 年４月から全国で試行を開始し、2026 年度中の本格展開を目指す。

＜現行の割引＞

【割引の目的】 高速道路に並行する一般道における通勤時間帯の混雑の解消のため、交通容量に余裕のある高速道路の利用を促進
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石川県におけるフリータイム通勤パスの試行状況について

○ ７月の試行区間の拡大以降、毎月５００人以上の利用者が活用
○ 約９割が通勤目的で登録しており、１ユーザーあたり平均３０回/月利用
○ 試行前後の利用状況を比較すると、高速道路の利用回数の増加や、利用時間帯の分散などの効果がみられた

＜利用状況＞
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3月の利用回数（回/月）

7月の利用回数（回/月）

利用回数増：412人
（同数含む）

利用回数減：113人

①顕著に増加 ②③利用増加

※このほか、３月比で利用回数が微増の利用者が173名

＜石川県の試行区間＞

＜７月申込者の３月・７月の利用状況の比較＞

約９割が通勤目的で申込み、平均約３０回/月利用

通勤：92%

3%
1% 4%

【1】通勤

【2】業務

【3】通院・通学

【4】その他日常生活

月利用回数 利用者数 割合

10回以下 41 2%

11-20回 275 16%

21-30回 523 31%

31-40回 532 32%

41-50回 272 16%

51回以上 36 2%

平均 約30回/月

変化パターン（例） アンケートの回答（抜粋）

①高速道路の
利用が顕著に
増加
（85人）

・日頃の通勤に関して一般道の場合、
1時間かかるのですが、高速を利用す
ることによって片道10～15分の通勤時
間を短縮することができました。

②通勤時のみ
利用していた
利用者が帰宅
にも利用
（79人）

・いつもは、朝の通勤だけ高速を使って
いたが、帰宅も高速を使う事により家
に帰る時間も早く、家族との時間が増
えました！！

③様々な時間
帯で利用が増
加
（27人）

・私はいろんな時間帯で仕事をしている
ため、今回のフリータイムの割引制度
はとても有用です。ありがたいです。

（入口時間：時）

（利用回数：回）

（入口時間：時）
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夜間や日中の
利用が増加
夜間や日中の
利用が増加
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（利用回数：回）

0

5

10

15

20

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
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帰宅での利用が
大幅に増加

：県道渋滞区間
：国道渋滞区間 対象IC（R5.4～）

拡充IC（R5.7～）
○○IC

○○IC

金沢森本IC

金沢東IC
金沢西IC

白山IC

徳光SIC

美川IC
能美根上SIC

小松IC安宅SIC

片山津IC
福井県

石川県
富山県金沢駅

8

305

8 8

157
159

試行区間（R５.４～６）

試行区間（R５.７～）

加賀IC

8
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【割引の目的】

深夜割引の見直しについて①

一般道路の沿道環境を改善するため、交通容量に余裕のある高速道路の夜間利用を促進

＜現行の割引＞

対象外 割引対象時間 対象外

0時 4時

０～４時に少しでも
走行すれば3割引

割引対象外

ＥＴＣを利用して０時から４時の間に高速道路を通行
する車両の料金を３割引

【東京本線料金所前の滞留状況】
（R2.12.23（水）23:58撮影）

① 本線料金所において、割引適用待ち
の車両が滞留し、走行車線を閉塞

０時から４時に少しでも走行すれば、適用時間
外の走行分も含めた全走行分に割引が適用

② 運転者等の労働環境の悪化

① 深夜割引の対象時間帯の走行分のみを対象

【概要】 【課題】

22時 0時 4時 5時

② 割引対象時間帯を拡充

対象外 割引対象時間 対象外

割引対象外

①割引対象時間帯の走行分のみ３割引
②割引対象時間帯の拡充（２２－５時）

割引対象外

割引対象時間帯に走行しきれない長距離利用者の負担が増加
【課題】

③ 長距離逓減を拡充

＜見直しのポイント（令和６年度中に実施）＞

②

①割引対象 ①割引対象

①割引対象

③４００ｋｍ以上の長距離逓減を拡充

※このほか、1,000km以上の利用者等に対する激変緩和措置を実施 現行：100kmを超え200km以内の利用分について25％、
200kmを超える利用分について30％の割引

＜見直しの方向性＞

現行の長距離逓減
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※利用時間：22時～翌5時の間に高速道路上にいた時間（休憩時間含む）

※１時間あたりの上限距離：大型以上の貨物自動車等は80km/h、それ以外の車両
は100km/hを基本とし、速度計の計測誤差等（＋5km/h）を踏まえて設定した速度

0時間 1時間 2時間 3時間 4時間 5時間 6時間 7時間

深夜割引の見直しについて②

＜激変緩和措置＞ ＜深夜割引の対象となる距離の上限＞

（上限距離）
休憩
３０分

6時間30分走行
+30分休憩

（走行時間）

対象外 割引対象時間 対象外

深夜割引時間帯 400km

総走行距離 1,200km – 1000km = 200km

〇深夜割引時間帯に一定以上の距離を走行し、かつ 1,000km 以上
走行した場合は、1,000km を超えて走行した分を深夜割引の対象
とする距離に加算（見直しから5年程度）

5時22時

【深夜割引の割引率】

（深夜割引の割引率は最大30％引）

⇒1,000km超分を深夜割引の対象距離に上乗せ（重複を考慮しない）

〇上記措置と合わせて、22時台に流出した場合、深夜割引の割引率
を３割から２割に縮小

対象外 割引対象時間 対象外

深夜割引時間帯 50km

総走行距離 200km

23時

深夜走行分 1,000km超分

深夜割引
の割引率 = 400km + 200km1,200km × 30% = 15%

= 50km200km × 20% = 5%深夜割引
の割引率

【深夜割引の割引率】

22時～翌5時の間に
高速道路上にいた時間（休憩含む）

深夜割引の対象となる距離の上限

４時間以内 利用時間×（１時間あたりの上限距離）

４時間～４時間３０分 ４時間×（１時間あたりの上限距離）

４時間３０分～７時間 （利用時間－３０分）×（１時間あたりの上限距離）

利用区分
料金所通過時の

表示
割引処理

ETCクレジットカード
通常料金

後日マイレージポイントで還元※

ETCコーポレートカード 大口・多頻度割引と合わせて処理

※ETCマイレージサービスに未登録の場合、割引対象外

〇深夜割引の適用後の料金は、料金所通過時に表示することが
難しいため、後日還元型とする

○ 無謀な運転を抑止するという観点から、高速道路の利用時間や

法定速度等により、各走行について、機械の計測誤差等を踏まえ、
深夜割引の対象となる距離の上限を設定

○ その際、無休憩運転の抑制のため、深夜割引時間帯に４時間以上

高速道路を利用した場合は、最大３０分の休憩を加味して、算出

＜その他＞

大型以上の
貨物自動車等

上記以外

深夜割引の対象となる距離の上限のイメージ

注：今後、トラックの規制速度の引き上げ等の結果に応じて見直し

※上限設定について意見募集を実施中（11/7～11/20）
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休日割引の概要

割引の目的

〇観光需要を喚起し、地域活性化を図るた
め、高速道路の有効活用を促進

66 
21 
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41 
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40 

105 

69 

132 

0

100

200

300

400

平日 休日

ト
リ
ッ
プ
数
（
万
ト
リ
ッ
プ
／
日
）

366 355

買い物・食事・レジャー 観光

帰宅 業務

通勤・通学

※ H17センサスデータ

大都市近郊区間

（休日割引の対象外）

○R元年（1月～12月）における休日の
渋滞実績（交通集中に伴う渋滞）につ
いて、渋滞回数40回/年以上を集計
（路線図はR元年度末時点）

○休日割引適用の大都市圏（首都圏）において、中央道、東北道、東名高速
等の放射高速道路の上り方向を中心に、高速道路が渋滞しており、中京圏、
近畿圏においても同様の渋滞が発生

○休日に集中する観光需要の平準化のため、他の交通機関等では休日に
割高な料金を設定

割引の課題

割引の概要

○土日祝日に地方部の高速道路を通行する
軽自動車等及び普通車を対象に３割引

○ 繁忙期等の交通の集中が見込まれる時
期などにおいて、渋滞の激化を避けるた
め、ＧＷ・お盆・年末年始における休日割引
の適用を除外（令和３年度の年末年始以
降）

0% 50% 100% 150%

繁忙期

平日

繁忙期

平日
高速
道路

宿泊
料金

航空
0% 50% 100% 150%

休日

平日

※平日は
通常料金

＜首都圏周辺の渋滞状況＞

＜平日と休日・繁忙期料金のバランス＞

アクアライン

凡例

休日の主な渋滞箇所

NEXCO大都市近郊区間
※一有については大都市近郊区間相当

（休日割引不適用）

NEXCO地方部区間
（休日割引適用）

首都高速

（図中の数字は渋滞回数）
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（参考）観光施設や公共交通機関等における休日等料金

○観光施設や公共交通機関等では、土日を含めたピーク期間は割高の料金を設定。

観光施設

東京スカイツリー ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

※ 天望デッキ 当日券 大人料金
2023年10月時点

※ 1デイ・スタジオ・パス 大人料金 2023年
入場予測を基に5段階の料金を事前に設定

新幹線

・閑散期の指定席特急料金は、通常期の200円引き
・繁忙期は、通常期の200円増し
・最繁忙期は、通常期の400円増し

例）東京～新大阪
（のぞみ、指定席、片道）
閑散期：14,520円（▲200円）
通常期：14,720円（±0円）
繁忙期：14,920円（+200円）

最繁忙期：15,120円（+400円）

2023年 12月

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

閑散期
通常期
繁忙期

最繁忙期

航空機

東京（羽田）-札幌（新千歳）大人普通運賃（空港使用料を除く）

【ＪＡＬ】 【ＡＮＡ（空席予想連動運賃）】

※空席が少なくなるにつれてＤ⇒Ｃ⇒Ｂ⇒Ａと変動

宿泊料金

※総務省統計局 小売物価統計調査（動向編） 宿泊料調査
2021年1月～12月調査結果

和室，1泊2食付き（税・サービス料込み）
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（参考）オーバーツーリズムの未然防止・抑制に向けた対策パッケージ（抜粋）



平日利用における観光周遊パスの割引の拡充について

○ 国土幹線道路部会中間答申を踏まえ、観光需要の平準化の観点も考慮し、周遊パスの平日のみの利用に対し、平均約３割お
得な割引を約４割に拡充（ETCマイレージサービスのポイントを追加付与）（R4.11.7開始）

○ 観光立国推進閣僚会議（R5.10.18）において、「休日と平日のバランスの見直し等、観光需要の分散・平準化のための高速道路
料金割引の見直し」がオーバーツーリズム対策として位置づけられており、今後、休日割引の見直しも含めて検討

※上記例は、付与されたポイントを5,000ポイントで5,000円分の還元額に交換した場合における
周遊パスの実質的な料金。
※ポイントの交換単位：1,000ポイント→500円分、

3,000ポイント→2,500円分、
5,000ポイント→5,000円分

観光周遊割引の拡充イメージ 利用実績の状況

利用件数
全体

うち

平日のみ
利用

平日・休日
利用

休日のみ
利用

223,110件 47,533件 109,560件 66,017件

平日のみの利用に対する
拡充開始前の利用件数

（コロナ禍前 H31.4.1～R1.8.31）

拡充開始後の利用件数
（R5.4.1～R5.8.31）

※ 周遊パス平日拡充対象

利用件数
全体

うち

平日のみ
利用 ※

平日・休日
利用

休日のみ
利用

345,020件
(1.55倍）

115,352件
（2.43倍）

149,467件
（1.36倍）

80,201件
（1.21倍）

括弧内はH31.4.1～R1.8.31との比較

平日拡充開始前の実績と比較して、平日のみの
利用が約2.4倍に増加するとともに、利用件数全
体も増加。

ご利用例：信州めぐりフリーパス（ETC車・普通車：2日間）
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